
た合理的な制度設計とするよう意見を表示する。
【当局が講じた処置】

本院は、こども家庭庁において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、こども家庭庁は、本院指摘の趣旨に沿い、 7年 3月までに、長時間開所加算
を計上している支援単位の開所時間の状況等についての実態を把握するとともに、いわゆる
「小 1の壁」を解消するために保護者のニーズを把握することを目的として、放課後児童クラ
ブと保育所との閉所時刻の差について調査した。そして、開所時間が 1日 6時間を超えると
いう長時間開所加算の要件を満たす支援単位が少ないことなどを確認し、長時間開所加算が
目的に沿った合理的な制度設計となるよう、更なる開所時間の延長を含め、長時間開所加算
の制度の在り方を検討した。その結果、同年 4月に、「子ども・子育て支援交付金の交付に
ついて」（令和 5年こ成事第 481号こども家庭庁長官通知）を改正して、平日分の長時間開所加算
については、「開所時間が 1日 6時間を超え、かつ 18時を超えて開所する場合」から「18時
半を超えて開所する場合」に要件を見直すこととし、 7年度に実施する健全育成事業から適
用する処置を講じていた。

令和 3年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

障害児通所支援事業所における児童指導員等加配加算の算定について
�
�
�
�
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令和 3年度決算検査報告 173ページ参照
令和 4年度決算検査報告 265ページ参照
令和 5年度決算検査報告 60ページ参照
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1 本院が要求した適宜の処置及び求めた是正改善の処置
厚生労働省（令和 5年 4月 1日以降はこども家庭庁）は、児童福祉法（昭和 22年法律第 164

号）等に基づき、障害児通所支援に要した費用について、市町村（特別区を含む。）が支弁した
障害児通所給付費の 2分の 1を負担している。そして、障害児通所給付費の算定に当たって
は、常時見守りが必要な障害児への支援や障害児の保護者に対する支援方法の指導を行うな
ど支援の強化を図るために、事業所に配置すべき従業者の員数に加えて、児童指導員等を一
人以上配置している場合等に、児童指導員等加配加算を算定することとなっており、児童発
達支援管理責任者（以下「管理責任者」という。）を配置していない期間は当該加算を算定でき
ないこととなっている（以下、これを「児童指導員等加配加算の要件」という。）。
しかし、 9都県及び 13市区の 96指定障害児通所支援事業者等（以下、指定障害児通所支

援事業者等を「事業者」という。）の 119事業所において、管理責任者が配置されていない期間
であるにもかかわらず、児童指導員等加配加算を算定していたため、障害児通所給付費の支
払において児童指導員等加配加算の額が過大となっている事態が見受けられた。そして、厚
生労働省は、児童指導員等加配加算の要件について誤解しているなどの都県等及び事業者が
あるということを十分に把握していなかったため、管理責任者が児童指導員等加配加算の算
定に必要な従業者であることについて「障害福祉サービス等報酬改定等に関する Q＆A」（以
下「Q＆A」という。）等に記載していなかったり、児童指導員等加配加算の算定に必要な児童
指導員等の人数を満たしているかを確認できる届出（以下「加算届」という。）の様式に管理責
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任者の配置についての記載欄を設けていなかったりして児童指導員等加配加算の要件につい
て十分に周知していないなどしていた。
したがって、厚生労働大臣に対して 4年 10月に、次のとおり是正の処置を要求し及び是
正改善の処置を求めた。
ア 児童指導員等加配加算の額が過大に算定されていた 96事業者の 119事業所の障害児通
所給付費について、返還手続が未済の事業所に対して、 9都県及び 13市区を通じるなど
して、適正な額の算定を行わせた上で、過大に算定されていた障害児通所給付費の返還手
続を行わせること（会計検査院法第 34条の規定により是正の処置を要求したもの）
イ 都道府県、政令指定都市、中核市又は児童相談所を設置する市等（以下「都道府県等」と
いう。）に対して、Q＆A等に記載するなどの方法により児童指導員等加配加算の要件につ
いて周知徹底するとともに、管理責任者の配置についての記載欄を設けた加算届の様式を
示すなどした上で、児童指導員等加配加算の算定に必要となる従業者を確認する際に事業
所における管理責任者の配置状況を確認するよう周知すること（同法第 34条の規定により
是正改善の処置を求めたもの）
ウ 事業者に対して、都道府県等を通じるなどして、イと同様に、児童指導員等加配加算の
要件について周知徹底するとともに、児童指導員等加配加算の算定に必要となる従業者を
確認する際に事業所における管理責任者の配置状況を確認するよう周知すること（同法第
34条の規定により是正改善の処置を求めたもの）

2 当局が講じた処置
本院は、「こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」（令和 4年法律第

76号）に基づき厚生労働省が実施していた障害児通所支援に係る事務が 5年 4月に移管され
たこども家庭庁において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、厚生労働省（ 5年 4月 1日以降はこども家庭庁）は、本院指摘の趣旨に沿い、
次のような処置を講じていた。
ア 児童指導員等加配加算の額が過大に算定されていた 96事業者の 119事業所の障害児通
所給付費について、 7年 6月までに、 9都県及び 13市区を通じるなどして、適正な額の
算定を行わせた上で、過大に算定されていた障害児通所給付費の返還手続を行わせた。
イ 5年 3月に都道府県等に対して、事務連絡を発し、Q＆Aに記載するなどの方法により
児童指導員等加配加算の要件について周知徹底するとともに、管理責任者の配置について
の記載欄を設けた加算届の様式を示した上で、児童指導員等加配加算の算定に必要となる
従業者を確認する際に事業所における管理責任者の配置状況を確認するよう周知した。
ウ イの事務連絡により、事業者に対して、都道府県等を通じて、イと同様に、児童指導員
等加配加算の要件について周知徹底するとともに、児童指導員等加配加算の算定に必要と
なる従業者を確認する際に事業所における管理責任者の配置状況を確認するよう周知し
た。
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